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行政監査報告書 

第１ 監査の概要 

１ 監査のテーマ 

白銀台スキー場の管理運営状況及び現金取扱状況 

２ 監査の目的 

行政の経済性、効率性及び有効性の確保に加え、事務の執行が法令の定めるところに従っ

て適正に行われているかどうかを検証することを目的として行った。 

３ 監査の対象 

白銀台スキー場 

４ 監査実施日 

令和８年２月12日（木） 

５ 監査の方法 

監査の対象とした担当部局から資料及び関係書類の提出又は提示を求め、これをもとに、

質問その他の方法によって監査を行った。 

第２ 監査の結果 

白銀台スキー場の管理運営は適正に執行されており、指摘事項は特に見当たらない。 

 

 


